
申 立 人

チェック欄

1 □
後見又は保佐開始のときは、８００円分
保佐又は補助開始＋代理権付与又は同意権付与のときは、１，６００円分
保佐又は補助開始＋代理権付与＋同意権付与のときは、２，４００円分

□
□

　  　　　　後見開始のときは、３，７００円分　
   （１円×１０枚　２円×１５枚　１０円×１５枚　５０円×１５枚　８４円×１５枚　５００円×３枚）

　　　　 　 保佐開始・補助開始のときは、４，７００円分 
   （１円×１０枚　２円×１５枚　１０円×１５枚　５０円×１５枚　８４円×１５枚　５００円×５枚）

2 □
3 □

□
□

5 □  本人の戸籍謄本(全部事項証明書）
6 □

   　※成年後見人等候補者が法人の場合は商業登記簿謄本（登記事項証明書）

7 □
8 □

9 □
10 □

□
□

12 □
13 □

14 □
□
□

※本申立てについては、個人番号（マイナンバー）の記載のない資料をご提出ください。

高松家庭裁判所

申立てに際してご用意いただく書類など（チェックリスト）

　成年後見（保佐／補助）開始の審判の申立ての際には以下のものが必要になりますので、同封の
「申立手続と必要書類などの説明」の中にある「３　後見・保佐・補助開始の審判の申立てについ
て」をよくお読みいただき、ご用意ください。

名　　　　称

 収入印紙 （申立費用）

 収入印紙 ２，６００円（登記費用）
 郵便切手

 申立書
 申立事情説明書

4
 本人情報シート（写し）
 診断書及び診断書付票 

 本人の住民票（または戸籍附票）

□
 成年後見人等候補者の住民票（または戸籍附票）

 本人の登記されていないことの証明書
 親族の意見書（確認いただく親族は、本人が亡くなった場合に相続人となられる方々です。）　

□  本人の同意書（保佐用）
　　　※本人以外の方が保佐開始申立てと同時に代理権付与の申立てをする場合のみ提出

 本人の同意書（補助用）
　　　※本人以外の方が補助開始申立てをする場合のみ提出

 後見人等候補者事情説明書

11
 財産目録
 相続財産目録（遺産分割未了の相続財産がある場合のみ提出）

 収支予定表

 親族関係図

 本人の財産、収支、健康に関する資料　（Ａ４判コピー）

　　（保佐又は補助開始の申立てにおいて代理権付与又は同意権付与を求める場合のみ提出）

 チェックリスト　　※この封筒
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